第１号様式（第８条関係）

                                                          年    月    日

世田谷区都立産業技術研究センター利用補助金交付申請書

世田谷区長　　あて

　　申請者　主たる事務所の住所

          　企業名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　
世田谷区都立産業技術研究センター利用補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて、下記のとおり申請します。

記

１　補助事業の種類（該当する番号を〇で囲う。）
1 受託技術支援　　　②依頼試験　　　　③機器利用
２  補助事業の目的 


３  補助事業の内容

４  補助事業完了期日                    年    　月    　日

５  補助事業に要する経費及び補助金交付申請額
（１）総事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　（２）補助対象経費（消費税及び地方消費税を除く）　　　　　　　　　　円

　　（３）補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


（４）既申請額（既交付済額）                                         円
６  補助事業の効果

７　企業概要
　　（１）資本金又は出資金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万円

　　（２）常時従業員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人

　　（３）業　種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８  区内で事業を営んでいる中小企業で、同一内容で他の助成金等を受けていないか。
上記に該当します。（該当する場合に○）
９  添付書類

（１）受託技術支援
1 経費内訳書（別紙１）
2 「受託技術支援申込書および承諾書」の写し

3 利用料金の支払を確認できる書類（支払領収書、振込記録等）
4 企業概要が分かる書類
5 世田谷区内に住所があることが分かる書類
（登記簿謄本、法人都民税の納税証明書等）

（２）依頼試験及び機器利用
1 経費内訳書（別紙１）
2 「試験申込書および承諾書」の写し(依頼試験の場合)

3 「機器利用申込書および承諾書」の写し（機器利用の場合）
4 利用料金の支払を確認できる書類（支払領収書、振込記録等）
5 企業概要が分かる書類
6 世田谷区内に住所があることが分かる書類
（登記簿謄本、法人都民税の納税証明書等）
別紙１

経費内訳書

	
	利用日・期間
	項

目
	支援内容（相談内容・依頼試験の内容・利用機器等）
	単価
	点数
	金　額

	１


	　　年

月　　　日
	
	
	
	
	

	２


	　　年

月　　　日
	
	
	
	
	

	３


	　　年

月　　　日
	
	
	
	
	

	４


	　　年

月　　　日
	
	
	
	
	

	５


	　　年

月　　　日
	
	
	
	
	

	６


	　　年

月　　　日
	
	
	
	
	

	７


	　　年

月　　　日
	
	
	
	
	

	８


	　　年

月　　　日
	
	
	
	
	

	９


	　　年

月　　　日
	
	
	
	
	

	10


	　　年

月　　　日
	
	
	
	
	

	総事業費（①）
※経費合計額
	

	①のうち、消費税及び地方消費税額合計（②）
	

	補助対象経費（③）（①－②）
※総事業費から消費税及び地方消費税を除く
	

	助成金交付申請額（③×2/3）

※100円未満切捨て

※上限10万円
	


※項目には補助事業の種類を数字で記載してください。
　①受託技術支援　②依頼試験　③機器利用
第２号様式 (第９条関係)

                                                          　　番          号

　　　　　　                                                       年　  月　  日

世田谷区都立産業技術研究センター補助金交付決定通知書

                      あて

　　　                                              　　　　　世田谷区長名　　印
          年    月    日付で申請のあった世田谷区都立産業技術研究センター補助金については、下記のとおり交付することに決定したので通知します。

記

１　補助事業の内容

            年    月    日付世田谷区都立産業技術研究センター補助金交付申請書（以下「申請書」という。）の補助事業の内容欄記載のとおりとする。

２  補助事業に要する経費及び補助金の額

（１）補助事業に要する経費            金                円

（２）補助金の額  　　　　　　　　　  金                円

３  補助条件

    次の補助条件に従わなければならない。

（１）次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の一部又は全部（⑤に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部）を取り消す。この場合において、損害が生じたとしても区は一切の責任を負わない。

    ①　偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

②　補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。

③　①及び②に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又は法令に違反したとき。

④　補助事業に関し、他の助成金、委託料等を受け、又は受けることになっていることが判明したとき。

⑤　補助金の交付が暴力団の組織としての活動を助長し、又は暴力団の組織としての運営に資することとなるおそれがあるとき。

（２）（１）により補助金の交付の決定を取り消された場合において、区長から当該補助金の返還を命じられたときは、区長が指定する期限までに当該補助金を返還しなければならない。

（３）（２）による補助金の返還命令に基づき補助金を返還する場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。

（４）（３）により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。

（５）この交付決定以外の交付決定により交付されている補助金等の返還を命じられ、当該補助金等、違約加算金又は延滞金の一部又は全部を納付してない場合において、この交付決定により交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を―時停止することがある。

（６）補助事業に係る収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び補助事業に係る収支に関する書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しておかなければならない。

４  補助金の交付請求

区長が指定する日までに、所定の様式により区長に補助金の交付を請求しなければならない。

５  その他

（１）この補助金に関して、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１９９条第７項の規定に基づき、本区監査委員の監査を受けることがある。

（２）この補助金に関して、法第２２１条第２項の規定に基づき、区長は補助事業の状況を調査し、又は報告を求めることがある。

第３号様式 (第９条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番          号

                                                      年    月    日

世田谷区都立産業技術研究センター補助金不交付決定通知書

                    あて

　　　　　                            　　　　　　　　　　世田谷区長名　　印
         年　  月　  日付で交付申請のあった世田谷区都立産業技術研究センター補助金については、下記の理由により不交付を決定したので通知します。

記

理    由

第４号様式（第１０条関係）

                                      　　　　　              年    月    日

世田谷区都立産業技術研究センター補助金交付請求書

世田谷区長    あて

　　　申請者　主たる事務所の住所

          　　　　企業名称

代表者氏名　　　　　　　　　　　

          年　  月    日付○○世○○第○○号で交付決定通知を受けた世田谷区都立産業技術研究センター補助金について下記のとおり請求します。

記

請求金額　　　　　　　　円

      　　　（内訳）

     　　　 １　交付決定額                                  円

      　　　２  支払済額                                    円

第５号様式（第１１条関係）

                                                            番          号

                                                            年    月    日

世田谷区都立産業技術研究センター補助金交付決定取消通知書

                      あて

　　　                                   　　　　　　　　　　世田谷区長名　　　印
          年    月    日付○○世○○第○○号で通知した世田谷区都立産業技術研究センター補助金の交付決定を、下記のとおり取り消すことに決定したので通知します。

（既に補助金を交付しているときは、次の文章を付け加える。）

  この取消しに係る部分について、既に交付されている補助金の返還を、下記のとおり命じます。

記

１  取消しの範囲

２  理由

  （補助金の返還を命ずるときには、次の各項を付け加える。）

３　返還する金額

４  返還期日            年    月    日

５  違約加算金

          年    月    日付世田谷区都立産業技術研究センター補助金交付決定通知書（以下「決定通知書」という。）の３の（３）により違約加算金を納付しなければなりません。

６  延滞金

    ４の返還期日までに返還を命じられた補助金を返還しなかったときは、決定通知書の３の（４）により延滞金を納付しなければなりません。
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